
下請取引の適正化に関する行政評価・監視の勧告に対する改善措置状況

調査の背景・趣旨

 下請取引の適正化を図り、下請事業者の利益を保護するため、下請法（下請代金支払遅延等防止法）や建設

業法により、下請代金の支払遅延などの禁止や発注内容に関する書面交付の義務等が規定

 国は、立入検査や親事業者に対する指導・勧告等を行うとともに、法制度の周知・啓発、相談窓口の

設置、下請Ｇメンによる取引実態の把握などに取り組んでいる

 一方、下請法違反の指導・勧告件数や国の相談窓口に対する相談件数は年々増加（図①②）しており、

依然として「下請いじめ」はなくなっていない状況にある

⇒ 法制度の周知に係る取組や相談窓口における対応の状況及び課題のほか、下請事業者

の行政ニーズ等を調査【※各行政機関への調査に加え、下請事業者187社からの個別ヒアリング

及びアンケートによる意識調査（回答数2,701社）を実施】

主な勧告事項（調査結果）

平成23年度 28年度

4,344件

6,313件約1.5倍

図① 下請法に基づく指導・勧告件数
（公正取引委員会）

平成23年度 28年度

4,057件

6,583件約1.6倍

図② 相談受付件数（下請かけこみ寺）
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【勧告先】公正取引委員会、経済産業省、国土交通省 【勧告日】平成30年8月10日 【1回目の回答日】平成31年3月15日（改善状況は2月28日現在）

１ 法制度の周知・啓発

 案内方法、開催時間・場所など講習会の運営を見直し、受講機会の
一層の確保

○ 下請事業者の法制度の理解は十分とはいえない状況

 下請事業者の約7割は法の禁止行為を十分理解していない状況

○ 事業者側には法制度の知識獲得へのニーズ等はあるが、国の講習会に実際に参加
した者は少数（意識調査2.5％、実地調査11.8％）

 下請事業者からは、「制度を理解していないと親事業者の不当な要求や行為に応じ続
けることになる」、「制度理解が親事業者に対する牽制効果となる」などの指摘あり。
また、実際に参加した者の7割強が役に立ったと評価

○ その主な理由（約７割）は、開催を知らないこと、及び、時間・場所の都合が
合わないこと

主な改善措置状況

○ 平成30年10月、関係団体に対する協力依頼
において、下請取引適正化推進講習会の開催
が下請事業者にも確実に周知されるよう、各団
体による周知先に下請事業者も含まれることを
明確にして協力依頼を実施（公正取引委員会、
経済産業省）

○ ＳＮＳやメールマガジン、新聞広告等を活用
した講習会開催の周知の実施（公正取引委員
会、経済産業省、国土交通省）

○ 開催日・場所の見直しや講習会の会場規模
の拡大による一層の受講機会の確保（公正取
引委員会、経済産業省、国土交通省）

平成31年3月29日



主な勧告事項（調査結果）
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２ 相談窓口※の対応

○ 下請かけこみ寺本部に対し、同本部作成のかけこみ寺事務
処理マニュアルに相談対応後の親事業者との取引状況に関
するフォローを盛り込むよう要請
これを受け、同本部は平成30年11月に当該マニュアルを改

定し、相談対応後のおおむね半年を目途に、同本部が相談者
からその後の親事業者との取引の継続状況等について聴取
することとした（経済産業省）

○ 「建設業法令遵守推進本部※」の平成31年度の活動方針に、
相談対応後の取引状況のフォローアップの実施を盛り込み、
取り組む予定（国土交通省）

（※公正取引委員会（本局・地方事務所）、中小企業庁・経済産業局、下請かけこみ寺、
地方整備局、都道府県において、下請事業者から個別事案の相談等を受け付け）

主な改善措置状況

○ 平成31年以降、ＳＮＳを利用した、相談窓口の定期的な周知
を予定（公正取引委員会）

○ 下請事業者（約20万社）に対し、下請法に基づく書面調査
（平成30年11月実施）を発送する際、相談窓口を記載したチラ
シを配付。また、同年12月、テレビドラマとタイアップした広報
として、全国紙及び専門紙に広告を掲載し、相談窓口の周知・
広報を実施（経済産業省）

○ 平成30年9月、地方整備局に対し、建設業許可通知書等を
下請事業者等に送付する際、各種相談窓口を記載したリーフ
レットを同封し、周知するよう通知するとともに、都道府県に対
し、同様の措置を講ずるよう要請（国土交通省）

 下請事業者に対する相談窓口の一層の周知を図ること

○ 相談事案があっても実際に相談窓口を利用したことのある下請

事業者は少数。主な理由は、窓口の存在を知らなかったことのほか、

親事業者からの報復の恐れなど

⇒ 窓口周知の要望もあり、窓口の周知が必要。また、利用した者の

半数は問題解決につながらなかったとしており、以下のとおり、

周知以外の取組も必要

 親事業者からの報復の恐れへの対策の重要性等を踏まえ、

相談等対応後の取引状況をフォローする取組に着手すること

○ 調査した機関では、1機関を除き、相談対応後、相談者と親事業者と

の取引の継続状況（報復に関する状況）を把握する取組は行われて

いない

⇒ 報復のリスクがなくならないと国に相談できないとする事業者の

声も踏まえ、対応が必要

 改善措置状況の的確なフォローアップを実施すること

○ 建設業法関連の下請取引に関し、地方整備局及び都道府県において、

事業者からの通報を端緒として親事業者に対する処分や指導を行った

事案について、その後、親事業者が改善措置を講じたかどうかを確認

していない例あり

① 親事業者による報復の防止及び継続的なフォロー

○ 「建設業法令遵守推進本部」の平成31年度の活動方針に、
通報事案の改善措置状況のフォローアップの実施を盛り込み、
取り組む予定（国土交通省）

（※「建設業法令遵守推進本部」・・・各地方整備局に設置され、毎年度策定する活動
方針に基づき、建設業者の法令違反情報等の収集、報告徴収や立入検査の実施
等を行っている。）



主な勧告事項（調査結果）（つづき）
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○ 下請かけこみ寺本部に対し、同本部作成のか
けこみ寺事務処理マニュアルに、下請法違反に
なり得る事案について、相談者の行政による法
の執行に関する意思の確認や、中小企業庁へ
取り次ぐ事案の運用ルールを盛り込むよう要請
これを受け、同本部は平成30年11月に当該マ

ニュアルを改定し、相談者の行政による法の執
行に関する意思を明示的に確認することとした
ほか、下請かけこみ寺から中小企業庁への取り
次ぎ方法を明確化
全国の下請かけこみ寺相談員に対して、当該

マニュアルの改定内容や今後の対応方法につ
いて研修を実施し、周知徹底を図った（経済産
業省）

主な改善措置状況

○ 平成30年12月、事務処理要綱を改定し、中小
企業庁及び各経済産業局においても、申告者
のうち希望者に対して処理結果を連絡すること
とした（経済産業省）

○ 通報事案の処理結果の連絡方法等について
関係機関から運用実態を聴取しており、都道府
県への技術的な助言も含めて、引き続き対応を
検討・整理（国土交通省）

 申告・通報の処理結果の連絡の在り方について、必要に応じ関係機関
と協議しつつ、検討・整理すること

 下請かけこみ寺における下請法違反になり得る事案の取扱いについて、
相談者の意思の確認方法の明確化や、運用ルールを徹底すること

○ 下請法違反の申告に関して、公正取引委員会は、申告者のうち希望する者に対して

処理結果を連絡しているが、中小企業庁及び経済産業局においては、申告者に処理

結果を連絡していない

○ 建設業法違反の通報に関して、地方整備局及び都道府県によって、通報者への処理

結果の連絡に関する取扱いが異なっている

○ 下請かけこみ寺は、下請法違反になり得る相談事案については、相談者の意向に

応じ指導等の権限を持つ経済産業局に取り次ぐこととされているが、相談者への意向

確認が適切になされていないなどの例あり

○ 経済産業局に取り次がれて必要な指導等がなされるべき事案が、取り次がれること

なく埋没してしまうおそれ

○ 地方整備局及び都道府県において、建設業の請負代金の支払に関する事案に関して、

事実確認を行い、指導を行うといった行政側として関与できる余地があるにも

かかわらず、民事契約に関するものとして案内・教示で処理完了とする取扱いとする

例あり（10機関のうち8機関）

 建設業の請負代金の支払に関する事案への対応について運用の統一化
を行うこと

○ 平成31年度に、地方整備局及び都道府県に対
し、請負代金の支払に関する事案への対応方
法について、相談者である下請負人から十分に
事実確認を行った上で、必要に応じて元請負人
からも事実確認を行うという考え方を周知徹底
し、運用の統一化を図る予定（国土交通省）

② 事案の処理結果の連絡

③ 問題解決への国の積極的な関与



下請取引の適正化に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況 

（1回目のフォローアップ）の概要 
 

【調査の実施時期等】 

1 実施時期     平成29年8月～30年8月 

2 対象機関     調 査 対 象 機 関：公正取引委員会、経済産業省（中小企業庁）、国土交通省 

関連調査等対象機関：都道府県（10）、下請事業者（注）（187）、関係団体等 

（注）調査時点において取引を行っていない事業者等も含まれていることから、下請法又は建設業法上の下請事業者（建設業法では下請

負人という用語を使用している。）であるとは限らない（以下、調査対象とした「下請事業者」について同じ。）。 

このほか、下請事業者に対する意識調査（「下請取引の適正化対策に関する意識調査」）を実施した。  

調査対象：全国11の都道府県庁所在市に事業所を置く製造業者（資本金1,000万円以下）5,000社、建設業者

（資本金500万円未満）5,000社、計10,000社  

調査時期：平成29年11月13日～12月1日 

回収結果：製造業1,493社、建設業1,208社、計2,701社（回収率27.0％）  

【勧告日及び勧告先】  平成30年8月10日 公正取引委員会、経済産業省、国土交通省 

【回 答 年 月 日】  平成31年3月15日 公正取引委員会、平成31年3月15日 経済産業省、平成31年3月15日 国土交通省 

                 ※ 改善状況は、平成31年2月28日現在 

【調査の背景事情】 

○ 我が国の全雇用の7割の受皿である下請等中小企業に、アベノミクスによる経済の好循環の拡大を実現させるため、政府は、下

請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。）の運用基準及び建設業法（昭和24年法律第100号）の

ガイドラインの改正（違反行為事例の追加など）・周知、親事業者に対する下請代金の支払条件の改善要請（代金の現金払いの原

則化など）、コスト負担の適正化や支払条件の改善を重点課題とし、書面調査・立入検査の実施、個別の相談への対応、親事業者

への勧告・指導など、親事業者と下請事業者との間の適正な取引慣行の普及・定着に向けて取り組んでいるところ。 

○ しかしながら、下請法違反行為に対する指導や下請取引に関する相談は年々増加しており、依然として親事業者からの不当な要

求などはなくなっていないとの指摘がある。また、下請事業者の中には、制度の仕組みや法令で禁止されている行為を十分に理解

できていない、禁止行為があっても取引関係の解消を恐れて国等に相談等を行わないという状況もみられる。 

○ この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、下請取引の適正化を推進する観点から、制度の周知状況、下請事業者から

の相談等の処理状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施 
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勧告事項等 各府省が講じた改善措置状況 

1 法制度の周知・啓発の状況 

（勧告要旨） 

 公正取引委員会、経済産業省及び国土交通省は、下請事業者の法制

度に対する理解を増進する観点から、下請事業者のニーズ等を踏ま

え、案内方法、開催時間・場所など講習会の運営を見直し、下請事業

者の受講機会の一層の確保を図る必要がある。また、国土交通省は、

都道府県に対して、講習会の運営について、国の取扱いを参考にした

改善・見直しが行われるよう技術的な助言を行うこと。  

（説明） 

＜制度概要＞ 

○ 下請法は、下請取引の適正化・下請事業者の利益保護のため、親事

業者の遵守すべき義務（書面の交付など）や下請事業者に対して行っ

てはならない禁止行為（下請代金の支払遅延、下請代金の減額・買い

たたきの禁止など）を規定。また、建設業に関しては、建設業法で下

請事業者を保護 

○ 国は、法制度の周知のため、パンフレットの配布のほか、講習会等

を全国で開催 
・ 公正取引委員会は本局並びに各地の地方事務所・支所及び内閣府沖縄総合事務局

総務部（以下「地方事務所・支所」という。）、中小企業庁は経済産業局及び内閣

府沖縄総合事務局経済産業部（以下「経済産業局」という。）、国土交通省は北海

道開発局、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（以下「地方整備局」

という。）が各種講習会を開催 

 

＜調査結果＞ 

○ 国は講習会等を実施しているものの、下請事業者の法制度の理解は

十分とはいえない状況 

・ 下請事業者の約7割は法の禁止行為を十分理解していない状況 

○ 事業者側には法制度の知識獲得へのニーズ等はあるが、国の講習会

に実際に参加した者は少数（意識調査2.5％、実地調査11.8％） 
・ 下請事業者からは、「制度を理解していないと親事業者の不当な要求や行為に応

 

（公正取引委員会、経済産業省） 

都道府県、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会

連合会、事業者団体など 735 団体に対し、平成 30 年度下請取引適正化

推進講習会の開催が下請事業者にも確実に周知されるよう、各団体に

よる周知先の事業者に下請事業者も含まれることを明確にして協力依

頼を実施した。 
（「下請取引適正化推進月間の実施について」（平成 30年 10月 12日及び 19日付け公

正取引委員会事務総長、中小企業庁長官連名通知）） 

 

（公正取引委員会） 

 平成30年度下請取引適正化推進月間（11月）の広報において、

TwitterやFacebookといったＳＮＳを活用して、平成30年度下請取引適

正化推進講習会のＰＲや下請法違反行為の事例に関する情報発信回数

を、平成29年度は11回であったところ、14回に増やした。 

応用講習会 P

（注1）
Pの実施について、平成30年度から、東京商工会議

所、名古屋商工会議所、大阪商工会議所及び福岡商工会議所に対して

周知を依頼し、一層の受講機会の確保を図った。また、収容人数の多

い講習会会場で実施することとしたため、募集定員が平成29年度より

260人増加した。 
（注1）応用講習会とは、下請法等の基礎知識の習得・理解を前提としてケーススタデ

ィ等を内容とする、より高度な講習会である。 

 基礎講習会 P

（注2）
Pを始めとした講習会の受講機会の一層の確保のた

め、平成31年度の講習会の実施計画の策定に当たり、平成30年度に実

施した講習会におけるアンケート結果を踏まえて、1会場での開催回数

の増加や、開催地の増加を検討している。 
（注2）基礎講習会とは、下請法等に関する基礎知識を習得する者を対象とした講習会

である。 

 また、新たな試みとして、北陸地方を担当する中部事務所では、平

成31年2月から、中部事務所から遠距離にある富山県及び石川県におい
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勧告事項等 各府省が講じた改善措置状況 

じ続けることになる」、「制度理解が親事業者に対する牽制効果となる」などの指

摘あり。また、実際に参加した者の7割強が役に立ったと評価 

○ その主な理由（約7割）は、開催を知らないこと、及び、時間・場所

の都合が合わないこと 
・ 国はＨＰ等により開催案内をしているが、6～7割の事業者は、国が講習会を開催

していることを知らず（意識調査63.4％、実地調査74.9％） 

・ 国は毎年、通常、平日の昼間に開催（一部、土曜開催等の例あり）しているが、

下請事業者からは、従業員が少なく、一人でも抜けると業務が回らないため、平日

日中では参加困難などの声 

 

て、下請法に関する相談会を開催し、個別の相談事案への対応を通じ

て、法制度への理解を求めている。 

 

（経済産業省） 

下請取引適正化推進講習会の開催案内については、上記の公正取引

委員会との連名通知による事業者団体等への協力依頼での周知のほ

か、経済産業局のメールマガジンに開催案内を掲載した。 

下請取引講習会 P

（注3）
Pについては、全国中小企業団体中央会のメール

マガジンに開催案内を掲載したほか、WEBバナー広告の掲載、平成30年

10月12日付け全国紙2紙にテレビドラマとタイアップした広告を掲載し

た。 
（注3）親事業者と下請事業者の適正な価格取引を推進するため、下請法及び下請ガイ

ドライン、消費税転嫁対策特別措置法に係る3つの講習会を総じて下請取引講習

会として開催している。 

 下請事業者の受講機会を一層確保するため、価格交渉サポートセミ

ナー P

（注4）
Pについては、会場規模を拡大することにより、平成30年度の

総受講者数を平成29年度より約2,000人増やして事業を実施している。 
（注4）価格交渉サポートセミナーは、下請等中小企業が取引先との価格交渉を行う際

に、あらかじめ知っておくべき基本的な法律の知識、トラブル発生のおそれの

ある取引や価格交渉のヒントになる事項、ノウハウ等の普及定着を目的として

いる。 

 また、下請取引講習会については、これまでも事業者からの休日に

開催してほしいとの要望に応えて休日に開催しており、平成30年にお

いて、全国で2回休日開催している。 

今後もこれら講習会の開催に関するニーズを把握するため、講習会

実施の際に、アンケート調査を実施し、開催の案内方法・開催時間・

場所等についてニーズの把握を行うこととしている。 

案内方法について経済産業局からの直接的な案内を望むニ－ズや一

部夜間開催のニーズがあり、平成31年度の講習会開催に当たっては、

当該ニーズ等を踏まえた改善を図るほか、平成31年度以降も開催され
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る講習会で当該アンケート調査を行い、引き続きニーズに即した講習

会の開催に努めることとする。 

 なお、講習会に参加した93.5％の参加者から「とても満足」もしく

は「やや満足」のアンケート調査結果を得られており、今後は、下請

事業者の受講機会の一層の確保に加えて、業界団体等と連携し、改善

するべき業界特有の商慣行等に焦点を当てた講習会を実施するほか、

取引条件の改善に向けた好事例を紹介するなど更なる満足度の向上に

努めてまいりたい。 

 

（国土交通省） 

平成30年9月に、地方整備局及び都道府県に対し、平成30年度「建設

業取引適正化推進月間」期間内（11月）に建設業講習会を開催するに

当たり、開催案内の周知方法を工夫するとともに、日時・場所等の設

定について、過年度における参加者状況等の開催実績を考慮の上決定

するよう通知した。 
（「建設業取引適正化推進月間の実施について」（平成30年9月21日付け国土交通省土

地・建設産業局長通知）） 

 当該通知を踏まえ、地方整備局の中には、以下のような新たな取組

を行ったところもあり、その結果、受講者数が平成29年度より約600人

増加した。 

ⅰ）平成30年度の建設業講習会の開催案内を共催した都道府県ホーム

ページにおいても周知した。 

ⅱ）これまで、一般社団法人建設産業専門団体地区連合会などの業界

団体に対して文書で建設業講習会の開催案内をしていたが、より効

果的に周知してもらうことができるようメールで周知した。 

ⅲ）これまで県内は県庁所在市のみで建設業講習会を開催していた

が、平成30年度は、遠方からの受講者にも配慮して別の市でも開催

した。 

ⅳ）FacebookやTwitterなどＳＮＳを活用して建設業講習会開催を周知
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した。 

2 相談窓口の利用等の状況 

（勧告要旨） 

公正取引委員会、経済産業省及び国土交通省は、相談等を受け付け

る窓口が、下請事業者のニーズ等に応じ、その機能を一層発揮できる

ようにする観点から、次の措置を講ずる必要がある。  

① 公正取引委員会、経済産業省及び国土交通省は、その運用する相

談窓口について、下請事業者に対する一層の周知を図ること。  

（説明） 

＜制度概要＞ 

○ 国等は、下請事業者が抱える個別の問題の解決を図るため、事業者

から相談等を受け付ける窓口を全国各地に設置 
・ 公正取引委員会：本局及び地方事務所・支所 

・ 中小企業庁：本庁、経済産業局、下請かけこみ寺（公益財団法人全国中小企業取

引振興機関協会に委託） 

・ 国土交通省：地方整備局（駆け込みホットライン）、都道府県 

 

＜調査結果＞ 

○ 相談事案があっても実際に相談窓口を利用したことのある下請事業

者は少数。主な理由は、窓口の存在を知らなかったことのほか、親事

業者からの報復の恐れなど 

⇒ 窓口周知の要望もあり、窓口の周知が必要 
・ 意識調査の結果、禁止行為に該当し得る行為を受けたことがある下請事業者749社

のうち、国等の相談窓口を利用したことがある下請事業者は2.9％(22社) 

 

 

 

 

 

 

 

（公正取引委員会） 

平成 31 年 2 月から、公正取引委員会が開催する消費税転嫁対策特別

措置法に関する説明会において、下請法に関する相談窓口一覧を配布

して周知している。 

また、平成31年以降、TwitterやFacebookなどのＳＮＳを利用して、

定期的に下請法に関する相談窓口を周知することを予定している。 

 

（経済産業省） 

平成 30 年 11 月、下請事業者（約 20 万社）に対し、下請法に基づく

書面調査を発送する際、相談窓口を記載したチラシを配付し、相談窓

口の周知・普及に努めた。 

また、同年 12 月よりテレビドラマとタイアップした広報として、12

月 21 日付けで専門紙 1 紙、12 月 26 日付けで全国紙 1 紙に広告を掲載

し、相談窓口の周知・広報を実施した。 

今後も全国紙、地方紙47紙、WEB広告等様々な媒体を使用し、相談窓

口の周知・広報を実施予定である。 

 

（公正取引委員会、経済産業省） 

平成 20 年度から、厚生労働省との間で、下請事業者の保護を目的と

した「下請保護情報ネットワーク」（通報制度）を構築しており、厚

生労働省（労働基準監督機関）が事業者に対して、下請法等に関する

パンフレットを配布する等により、相談・申告窓口を教示することと

している。 

平成 30 年 11 月、当該ネットワークの強化に併せて、厚生労働省か

ら都道府県労働局に対し、短納期発注による長時間労働の特徴的な事

例集が送付されているが、当該事例集に、公正取引委員会（本局及び
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全地方事務所・支所）及び経済産業省（中小企業庁及び全経済産業

局）の下請法に関する相談窓口（担当課及び連絡先）の一覧を添付し

ており、監督指導の結果、下請法上の問題が認められた場合、労働基

準監督官が下請事業者に対して、これら相談窓口を教示することがで

きるよう、労働基準監督官に対して、改めて相談窓口の周知を図っ

た。 
（「働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正

取引委員会・中小企業庁との通報制度等について」（平成 30 年 11 月 16 日付け厚生労

働省労働基準局長通知）） 

 また、上記事例集及び相談窓口一覧は、全国社会保険労務士連合会

及び一般社団法人中小企業診断協会にも送付しており、下請事業者か

らの相談対応に際し、これら相談窓口を教示するよう、各団体の傘下

の会員に対して協力を求めた。 
（「労働基準監督署で把握した短納期発注による長時間労働の特徴的な事例について

（周知依頼）」（平成 30 年 10 月 18 日付け厚生労働省労働基準局監督課長通知）、

「労働基準監督署で把握した短納期発注による長時間労働の特徴的な事例について

（周知依頼）」（平成 30年 11月中小企業庁経営支援課事務連絡）） 

 

（国土交通省） 

 平成30年9月に、地方整備局に対し、建設業許可通知書及び経営事項

審査結果通知書を下請事業者等に送付する際、駆け込みホットライ

ン、建設業取引適正化センターなど各種相談窓口を記載したリーフレ

ットを同封の上、周知を図るよう通知するとともに、都道府県に対

し、同様の措置を講ずるよう要請した。 
（「「各種相談窓口」及び「建設キャリアアップシステム」に関する周知について」

（平成30年9月19日付け国土交通省土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進指導

室事務連絡）） 
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（勧告要旨） 

② 経済産業省及び国土交通省は、親事業者からの報復に対する下請

事業者の恐れへの対策の重要性や継続的なフォローを求める要望を

踏まえ、相談等対応後の取引状況をフォローする取組に着手するこ

と。また、下請事業者からの下請法違反又は建設業法違反の申告・

通報の処理結果の連絡の在り方について、必要に応じ関係機関と協

議しつつ、検討・整理すること。国土交通省は都道府県に対して、

通報事案の処理結果の連絡について、国の取扱いを参考にした対応

が行われるよう技術的な助言を行うこと。  

③ 経済産業省は、下請かけこみ寺における相談事案のうち、下請法

違反になり得る事案の取扱いについて、法の執行に関する相談者の

意思の確認方法を明確化するとともに、経済産業省へ取り次ぐ事案

についての運用ルールを徹底すること。  

④ 国土交通省は、地方整備局（駆け込みホットライン）における通

報に対する事案処理について、改善措置状況の的確なフォローアッ

プを実施するとともに、建設業の請負代金の支払に関する事案への

対応について運用の統一化を行うこと。また、都道府県に対して

も、事案の処理について、国の取扱いを参考にした改善・見直しが

行われるよう技術的な助言を行うこと。  

（説明） 

＜調査結果＞ 

○ 意識調査の結果、国等の相談窓口を利用したことがある下請事業者

22社のうち、半数の11社は問題解決につながらなかったと回答 

○ 下請事業者には、窓口の周知のほか、親事業者による報復の防止、

継続的なフォロー、処理結果の連絡、問題解決への国の積極的な関与

などの意見要望があるが、現場の窓口P

（注）
Pでは、こうした要望に十分

応えられていない状況がみられた。 

（注）12下請かけこみ寺、7地方整備局及び10都道府県の事案の処理状況等を調査 

（経済産業省） 

→② 平成 30 年 11 月、「「下請かけこみ寺」相談・ＡＤＲに係る事

務手続きマニュアル」（以下「かけこみ寺事務処理マニュアル」

という。）を作成している公益財団法人全国中小企業振興機関協

会下請かけこみ寺本部（以下「下請かけこみ寺本部」という。）

に対し、かけこみ寺事務処理マニュアルに相談対応後の親事業者

との取引状況に関するフォローを盛り込むよう要請した。 

当該要請を受けて、平成 30 年 11 月、下請かけこみ寺本部は、

かけこみ寺事務処理マニュアルを改定し、相談対応後のおおむね

半年を目途に、下請かけこみ寺本部が相談者からその後の親事業

者との取引の継続状況等について聴取することとした。 

   また、同年 11 月から 12 月にかけて、全国の下請かけこみ寺相

談員に対し、研修の場としても活用している「下請かけこみ寺事

業に係る情報連絡会議」（以下「情報連絡会議」という。）にお

いて、「下請取引の適正化に関する行政評価・監視」における勧

告事項及びそれを踏まえたかけこみ寺事務処理マニュアルの改定

内容や今後の対応方法について研修を実施し、フォローアップ対

象と思われる案件は、必ず相談受付時に、おおむね半年後を目途

に取引の継続状況等を聴取することを説明し、了承を得ることな

どの着実な実施を求めた。 

   下請事業者からの下請法違反に係る申告・通報の処理結果の連

絡の在り方については、関係機関である公正取引委員会と協議を

重ね、検討・整理した結果、平成30年12月、「下請代金支払遅延

等防止法に関する事務処理要綱」を改定し、公正取引委員会と同

様、中小企業庁及び各経済産業局においても、申告者のうち希望

する者に対して処理結果を連絡することと見直した。 
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◆ 親事業者による報復の防止及び継続的なフォロー 

・ 調査した機関では、1機関を除き、相談対応後、相談者と親事業

者との取引の継続状況（報復に関する状況）を把握する取組は行

われていない。 

⇒ 報復のリスクがなくならないと国に相談できないとする事業

者の声も踏まえ、対応が必要 

・ 建設業法関連の下請取引に関し、地方整備局及び都道府県にお

いて、事業者からの通報を端緒として親事業者に対する処分や指

導を行った事案について、その後、親事業者が改善措置を講じた

かどうかを確認していない例あり（191件の事案処理を抽出調査した結

果、親事業者への指導が行われた17件のうち15件（地方整備局6件、都道府県9

件）は、当該親事業者が改善措置を講じたか未確認） 

◆ 事案の処理結果の連絡 

・ 下請法違反の申告に関して、公正取引委員会は、申告者のうち

希望する者に対して処理結果を連絡しているが、中小企業庁及び

経済産業局においては、申告者に処理結果を連絡していない。 

・ 建設業法違反の通報に関して、地方整備局及び都道府県によっ

て、通報者への処理結果の連絡に関する取扱いが異なっている。

（調査した機関のうち、4都道府県では希望する通報者には連絡、2地方整備局1

都道府県は事案に応じて連絡又は不連絡、2地方整備局2都道府県では事案にかか

わらず連絡しない、という取扱い） 

◆ 問題解決への国の積極的な関与 

・ 下請かけこみ寺は、下請法違反になり得る相談事案について

は、相談者の意向に応じ指導等の権限を持つ経済産業局に取り次

ぐこととされているが、相談者への意向確認が適切になされてい

ないなどの例あり 

ⅰ）相談者の意思の確認が不十分な例 
7下請かけこみ寺において、厳正な法の執行を求めるかの意向を相談者に明

示的に確認せず、相談者からその旨の発言がない場合は経済産業局に取り次

→③ 平成 30 年 11 月、かけこみ寺事務処理マニュアルを作成してい

る下請かけこみ寺本部に対し、かけこみ寺事務処理マニュアル

に、下請法違反になり得る事案の取扱いについて、法の執行に関

する相談者の意思の確認方法を明確化するとともに、中小企業庁

へ取り次ぐ事案についての運用ルールを盛り込むよう要請した。 

当該要請を受けて、平成 30 年 11 月、下請かけこみ寺本部は、

かけこみ寺事務処理マニュアルを改定し、下請法違反のおそれの

ある事案については、相談者に下請法の申告制度を説明するとと

もに、行政による法の執行に関する意思を明示的に確認すること

としたほか、下請かけこみ寺から中小企業庁への取り次ぎ方法も

明確になるよう見直した。 

また、同年11月から12月に全国の下請かけこみ寺相談員に対し

て研修の場としても活用している情報連絡会議において、「下請

取引の適正化に関する行政評価・監視」における勧告事項及びそ

れを踏まえたかけこみ寺事務処理マニュアルの改定内容や今後の

対応方法について研修を実施し、かけこみ寺事務処理マニュアル

に沿った相談者への意思確認及び中小企業庁への取り次ぎの着実

な実施を求めた。 

 

（国土交通省） 

→② 平成 30 年 9 月に開催した地方整備局の建設業法令遵守担当者会

議の場において、総務省による勧告の趣旨・内容等を説明した。 

また、下請取引の適正化を中心に、建設業の法令遵守の徹底の

ために各種取組を行っている「建設業法令遵守推進本部」P

（注 5）
Pの

平成 31 年度の活動方針に、相談対応後の取引状況のフォローアッ

プの実施を盛り込み、取り組んでいく予定である。 
（注5）「建設業法令遵守推進本部」とは、各地方整備局に設置され、毎年度策

定する活動方針に基づき、建設業者の法令違反情報等の収集、報告徴収や

立入検査の実施等を行っている組織である。 
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勧告事項等 各府省が講じた改善措置状況 

がず 

ⅱ）相談者の意向に十分対応していないと考えられる対応例 
中小企業庁の方針では、相談者が親事業者との取引の継続を希望しつつ

も、法の厳正な執行を求めている場合は経済産業局に取り次ぐこととされて

いるが、3下請かけこみ寺において、相談者自身で経済産業局や公正取引委員

会に申し出るよう求めるなどの独自の運用の例あり 

⇒ 経済産業局に取り次がれて必要な指導等がなされるべき事案

が、取り次がれることなく埋没してしまうおそれ 

・ 地方整備局及び都道府県において、建設業の請負代金の支払 

に関する事案に関して、事実確認を行い、指導を行うといった行

政側として関与できる余地があるにもかかわらず、民事契約に関

するものとして案内・教示で処理完了とする取扱いとする例あり

（10機関のうち8機関） 

なお、通報事案の処理結果の連絡方法等については、関係機関

から運用実態を聴取しているところであり、都道府県への技術的

な助言を含めて、引き続き対応を検討・整理する。 

 

→④ 平成30年9月に開催した地方整備局の建設業法令遵守担当者会議

の場において、総務省による勧告の趣旨・内容等を説明した。 

また、下請取引の適正化を中心に、建設業の法令遵守の徹底の

ために各種取組を行っている「建設業法令遵守推進本部」の平成

31 年度の活動方針に、通報事案の改善措置状況のフォローアップ

の実施を盛り込み、取り組んでいく予定である。なお、平成 30年

11 月、先行的に、過年度に契約書面の不交付があったとして、建

設業法違反等により行政指導を行った元請負人に対し、その後、

同様の違反行為が行われていないか、改善措置状況を確認するた

め立入検査を実施している。 

さらに、例年 4 月に地方整備局及び都道府県の担当者を対象に

国土交通大学校で開催している建設産業研修において、請負代金

の支払に関する事案への対応方法について、直ちに民事不介入と

して建設工事紛争審査会や建設業取引適正化センター等に相談す

るよう求めるのではなく、相談者である下請負人から十分に事実

確認を行った上で、必要に応じて元請負人からも事実確認を行う

という国土交通省本省の考え方を周知徹底し、運用の統一化を図

る予定である。 

また、平成 31年度第一四半期に開催予定の国土交通省と各都道

府県の建設業担当課長等を出席者とする上期ブロック監理課長等

会議においても、都道府県に対し、通報事案の処理について国土

交通省の考え方を周知する予定である。 
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